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3

•令和４年３月に「名護湾沿岸（名護漁港周辺エリア）実施計画」で示された中心市街地の各
ゾーンにおいて交通結節点及び集客施設の整備を図り、面整備手法（土地区画整理事業）
の活用を検討。

＜面的整備＞
• 宅地の整備・再配置
（交通施設、交通広場、集客施設、複合施設の用地
創出）
• 県道71号名護宜野座線の拡幅
（シンボルロードとして歩行者通行空間の整備）
• 公共施設の整備
（市場機能、道路、公園等）

＜関連事業＞
• 市街地再開発事業、土地区画整理事業等

その他、対象エリア全体の総合的な整備
＜関連事業＞
• 都市再生整備計画事業
• 社会資本総合整備事業
• 沖縄振興特別推進市町村交付金　等

出典：名護湾沿岸（名護漁港周辺エリア）実施計画（R4.3 名護市）

１．名護中心市街地のまちづくりに係るこれまでの経緯
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１．名護中心市街地のまちづくりに係るこれまでの経緯

名護市では、令和４年３月に「名護湾沿岸（名護漁港周辺エリア）実施計画」を策定以降、
以下に示す取り組みを行ってまいりました。

名護湾沿岸（名護漁港周辺エリア）実施計画（令和4年3月）令和３年度 

名護中心市街地整備事業基本計画
（令和５年2月）令和４年度 

名護市総合交通ターミナル整備
基本計画（令和５年3月）

令和５年度 

　　権利者説明会の開催　（令和４年１１月）

土地利用意向調査の実施（令和４年１２月）

名護中心市街地整備調査（その２）
（令和６年3月）

権利者説明会の開催　（令和５年１１月）

権利者説明会の開催　（令和６年 ２月）

名護中心市街地整備調査（その3）
（令和7年6月）令和6年度 

名護中心市街地のまちづくりの検討 交通ターミナルの整備に関する検討

【土地区画整理事業の検討】 【総合交通ターミナルの検討】

権利者説明会の開催　（令和７年 ２月）

名護市総合交通ターミナル実現化
検討調査業務（令和６年3月）

名護市総合交通ターミナル実施計画
（対応方針）策定業務（令和7年3月）
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１．名護中心市街地のまちづくりに係るこれまでの経緯

名護市では、中心市街地のまちづくりや施設整備について、関係者間の連絡調整及び意
見交換を行うことを目的として「名護市中心市街地まちづくり推進協議会」で議論を重ね
てきました。
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令和５年度 令和６年度 令和７年度

設
⽴
趣
旨
︑
規
約
等

協
議
会
の
進
め
方

名
護
中
⼼
市
街
地
整
備
事
業
に
つ
い
て

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
事
業

第１回
協議会
R6/3/25

ま
ち
づ
く
り
の
状
況
に
つ
い
て

　
ー
名
護
市
中
⼼
市
街
地
の
ま
ち
づ
く
り
の
状
況

　
ー
土
地
区
画
整
理
事
業
の
検
討
状
況
等

第２回
協議会
R6/7/30

ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方
・
方
向
性

　
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
ゾ
ー
ニ
ン
グ

　
ー
防
災
の
考
え
方
・
に
ぎ
わ
い
の
創
出

第3回
協議会
R6/12/6

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
の
共
有

　
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
実
証
実
験
等
の
報
告

　
ー
コ
ン
セ
プ
ト
・
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
共
有

市
街
地
と
し
て
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

具
備
す
べ
き
機
能
・
規
模
・
配
置
案
の
報
告

第4回
協議会
R7/2/13

集
客
施
設
や
防
災
機
能
の
具
体
イ
メ
ー
ジ

ま
ち
づ
く
り
組
織
の
事
例
︑
中
⼼
市
街
地
で
の
活
動
状

況

第5回
協議会
R7/11/7

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
含
む

名
護
市
中
⼼
市
街
地
都
市
計
画
に
関
す
る
説
明
会

R7/
12/15



今年度も関係機関との協議を進めている中で、現時点、道路計画等に影響する下図の区
域を対象に土地区画整理事業の実施を検討しております。

まちづくりの実施検討範囲

現在検討中

※道路計画、事業施行区域は検討中
であり、変更の可能性があります

2．まちづくり計画（検討中の案）について

　名護都市計画道路の変更（県決定）

・国道５８号

・県道７１号線（伊差川線）

・県道８４号線（中央線）

・県道９２号線（城通り線）

　名護都市計画道路の決定（市決定）

・市道３７号線（市街地西線）

・市道２８号線（市街地東線)

　名護都市計画緑地の変更（市決定）

・港緑地
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　名護都市計画道路の変更（市決定）

・市道名護１号線（港線）



名護中心市街地のまちづくりは土地区画整理事業による整備を予定しており、令和８
年度の都市計画決定及び土地区画整理事業の事業計画決定（＝事業のスタート）を目
指しております。
令和７年度は、次年度の事業計画決定に向け、以下の取組み（❶～❸）を実施中です。

事
業
計
画
決
定
（
土
地
区
画
整
理
事
業
）

❶都市計画決定に向けた協議
　　 ・都市計画決定図書案
　　・上記に係る沖縄県等との調整など

❷まちづくり事業計画に係る検討
　　・公共施設計画・設計検討
　  ・土地利用計画検討
　　・資金計画案の検討など

❸権利者合意形成に係る対応
　　　・権利者説明会の実施
　　 ・意向調査の実施など

都市
計画
決定

事業
計画
（案）

令和７年度  令和８年度 

行政手続き等

関係機関協議

継続的な説明会や意向確認など

手続き

ま
ち
づ
く
り
の
実
施

令和９年度
以降 

３．中心市街地まちづくりの令和７年度の取り組みと今後の予定
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４．名護市総合交通ターミナルに係るこれまでの検討経緯

「（仮称）名護市総合交通ターミナル事業計画」策定に向け、計画の具体化を図ることを目
的として、有識者、交通関係者、各行政機関をもって組織される「名護市総合交通ターミナ
ル検討部会」で議論を重ねてきました。

令和６年度 令和７年度

設
⽴
趣
旨
︑
規
約
等

沖
縄
に
お
け
る
道
路
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
基
本
方
針

名
護
お
よ
び
北
部
地
域
の
現
状
・
交
通
結
節
機
能
強
化

に
係
る
課
題

事
業
候
補
箇
所
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

課
題
・
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
踏
ま
え
た
基
本
目
標

第１回
検討部会
R6/7/9

第
１
回
意
見
聴
取
結
果
の
確
認

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
方
針
（
素
案
）

区
域
・
施
設
配
置
計
画
の
考
え
方

第２回
検討部会
R6/11/12

第
２
回
意
見
聴
取
結
果
の
確
認

必
要
機
能
の
考
え
方

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
方
針
（
案
）

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

第3回
検討部会
R7/1/15

第
３
回
意
見
聴
取
結
果
の
確
認

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
方
針
（
案
）

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

区
域
・
施
設
配
置
計
画
（
案
）

第4回
検討部会
R7/6/30

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
検
討
部
会
の
検
討
経
緯

と
振
り
返
り

バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
る
名
護
漁
港
周
辺
の
将

来
イ
メ
ー
ジ

整
備
方
針
（
案
）
に
つ
い
て

都
市
計
画
の
変
更
と
都
市
計
画
範
囲
に
つ
い
て

管
理
・
運
営
等
の
考
え
方

第5回
検討部会
R7/10/30

　
　
　
整
備
方
針
公
表

R7/
11/14

名
護
市
総
合
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
含
む

名
護
市
中
⼼
市
街
地
都
市
計
画
に
関
す
る
説
明
会

R7/
12/15
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５．名護市総合交通ターミナル整備方針

１．円滑で快適な市街地アクセス・公共交通利用の実現　

・広域移動の公共交通（高速バス・高速船）と地域内移動（路線バス・コミュニティバス・タクシー等）をシームレスに接続し、「みち」、「う
み」、「まち」の近接性を生かした北部地域全体の交通拠点としての機能を目指します。

・市民・来訪者、交通事業者にとって快適な公共交通利用環境（乗降空間、待合空間等）を構築するとともに、広域移動にかかる高速バ
スの速達性確保や地域内移動にかかるバス運行に関わる機能について配置します。

２．周辺往路の安全性・円滑性の確保　 

・総合交通ターミナル整備に合わせ、周辺道路の改良を行い安全性・円滑性を確保します。

・公共交通への転換による観光シーズンの道路混雑の緩和を図ります。

３．自家用車からの利用転換　 

・公共交通の再編、多様な交通モード間の乗換等による公共交通の利便性向上を検討し、レンタカーを含めた自家用車から公共交通
への転換を図ります。

４．回遊促進・賑わいの創出　 

・中心市街地の賑わいの創出に向け、地域住民や民間事業者とともにまちづくりと一体となった便利で魅力ある拠点形成を図ります。

・中心市街地におけるまちづくりと連携し、地域移動を補完する二次交通にかかる各種施設を検討し、総合交通ターミナルに訪れた
人々のまちなかへの回遊促進を図ります。

・交通モードの結節に加え情報発信・交流の機能も備え、北部地域の広域周遊の促進を図ります。

５．防災機能の強化　 

・発災直後の一時的な避難場所や広域的な災害復旧拠点（災害対応車両の駐車、ボランティアの受入機能等）としての機能強化を図り
ます。

・北部地域の広域的な支援拠点として、海上からのプッシュ型支援を含めた幅広い支援を受け入れられるよう検討を行い、機能強化を
図ります。
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５．名護市総合交通ターミナル整備方針

・北部地域、名護漁港周辺のポテンシャル・課題に基づき、総合交通ターミナルの整備方針策定。

・「暮らす人・訪れる人、誰もが利用しやすく居心地の良い新たなやんばるの玄関口となる臨海部のバスタ」
の実現を目指す。

26



５．名護市総合交通ターミナル整備方針

・国道５８号に沿って交通機能・防災機能・交流等機能を配置し、バリアフリーな歩行者導線で接続。

・中心市街地におけるまちづくりと連携し、総合交通ターミナルに訪れた人々のまちなかへの回遊を促す。
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